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≪快適な生活環境の整備≫ Ⅳ 快適な環境の整備 【総合開発計画に係る提言（平成 21 年 10 月）検証シート】 

議 会 提 言 総合開発計画（改定版）=Ｈ22.3 議決 確認内容等 ①本年度末までの実施内容 ②次年度以降の計画 ③問題・課題の整理内容 ④特記内容等の精査 

 
（６）情報通信の充実 
 
【現況と課題】 
 

 
（６）情報通信 
 
【現況と課題】 
情報取得手段の整備は、国の方針

（e-japan 戦略）からも極めて重要な
役割を果たしてきます。 
ＩＴ社会の到来により、インターネ

ットや携帯電話の普及が急速に進み
新たな通信手段や利用方法が次々と
生まれてきております。しかしなが
ら、当町のような過疎地ではブロード
バンド（高速通信回線）の整備の遅れ
や、高齢化などによるインターネット
の普及状況が伸び悩んでいるため、住
民に対する行政サービスは都市部に
比べ遅れている状況にあります。ま
た、これら通信回線などの整備は民間
事業者に頼る部分が大きく、ＩＴ技術
が凄まじいスピードで発展を続けて
いるため、将来を見通した事業展開が
必要とされております。 
電話については、各家庭や会社にあ

る固定電話は、現在ではほぼ 100％の
普及状況となっており、また、携帯電
話については主要各社が町内利用エ
リアの拡大を図るため、中継施設を建
設したこともあり、飛躍的に普及が進
んでいます。このため、公衆電話は利
用頻度が激減し、利用の無い屋外の公
衆電話はほとんど撤去されており、携
帯電話について健全な受信状況の確
保が必要であります。 
テレビについては、大都市周辺では

地上デジタル放送が平成 15 年末から
はじまっており、北海道においても平
成 18 年末には地上デジタル放送がは
じまり、平成 23 年には地上テレビ放
送はデジタル放送に完全移行し、アナ
ログ放送は終了する予定となってい
ます。このため、福島・白符テレビ中
継局の地上デジタル放送に対応した
改修が進められております。 
広報公聴活動については、住民ニー

ズの多様化に伴う行政需要が増大す
るなか、町民と行政がコミュニケーシ
ョンをより強めていくことが求めら
れております。これまでも町広報の発
行や町政懇談会の開催を通して、町政
の現状や住民サービス情報の提供に
努めてきましたが、今後はさらに適時
性等を重視した広報広聴活動を進め
る必要があります。 
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≪快適な生活環境の整備≫ Ⅳ 快適な環境の整備 【総合開発計画に係る提言（平成 21 年 10 月）検証シート】 

議 会 提 言 総合開発計画（改定版）=Ｈ22.3 議決 確認内容等 ①本年度末までの実施内容 ②次年度以降の計画 ③問題・課題の整理内容 ④特記内容等の精査 

 
【基本目標】 
既存の行政サービスに加え、インタ

ーネットなどを利用した新たな行政
サービスを積極的に推進し、高度情報
化社会に対応した事業展開を図りま
す。また、情報通信の技術革新に伴う
情報取得手段の環境整備を関係機関
と連携を図りながら適切に進めます。
広報広聴活動については、町政に対す
る理解と協力を得るとともに、町民の
関心のある問題や要望を的確にとら
え協働参画の機会拡充を図ります。ま
た、町民にとって親しみやすい広報の
発行(発信)に努めます。 

 
【基本目標】 
既存の行政サービスに加え、インタ

ーネットなどを利用した新たな行政
サービスを積極的に推進し、高度情報
通信ネットワーク社会に対応した事
業展開を図ります。また、情報通信関
連技術の革新に伴う情報取得手段の
環境整備を関係機関と連携を図りな
がら適切に進めます。広報広聴活動に
ついては、町政に対する理解と協力を
得るとともに、町民の関心のある問題
や要望を的確にとらえ協働参画の機
会拡充を図ります。また、町民にとっ
て親しみやすい広報の発行(発信)に
努めます。 

 
【基本目標】 
 
特になし 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

【主要施策の方向】 
１．情報通信 
（１）住民要望を集約し、インターネ
ットなどを利用した行政サービス
の推進及び情報発信の充実を図り
ます。 

（２）町民の情報通信手段の拡充と多
様な行政サービスの提供を図るた
め、光ファイバーなどの高速通信網
の整備に向けた取り組みを進めま
す。 

 
 
（３）漁業や農林業・商行業者に有益
となる情報技術関連の人材育成や
組織・体制づくりに向けて教育機関
や民間企業と連携した取り組みに
努めます。 

２．テレビ・ラジオ・電話 
（１）地上デジタルテレビ放送に対応
した共同受信施設の整備や受信機
器購入等の支援に努めるとともに、
新たに難視聴地域が生じた場合の
対策に向けた検討を進めます。ま
た、中継施設の保守により良好な受
信状態の維持に努めます。 

 
 
 
 
 
 
３．広報広聴活動 
（１）各世代にとって興味のわく広報

の発行(発信)を図るとともに、見
やすく読みやすい編集等の改善
に努めます。 

 
（２）町民に政策形成過程等を分かり

やすく説明するとともに、立案等
の段階から広く町民が協働参画
する機会の確保に努めます。ま
た、町民の声を町政に反映するた
め、きめ細やかな広報広聴活動の
充実に努めます。 

 
 

【主要施策の方向】 
１．情報通信 
（１）住民要望を集約し、インターネ

ットなどを利用した行政サービ
スの推進及び情報発信の充実を
図ります。 

（２）町民の情報通信手段の拡充と多
様な行政サービスの提供を図る
ため、通信事業者などによる高速
通信インフラの整備に向けた要
望活動などの取り組みを進めま
す。 

 
（３）情報技術関連の人材育成や組

織・体制づくりに努めます。 
 
 
 
２．テレビ・ラジオ・電話 
（１）地上デジタル放送への全面移行

に向けて関係機関と連携しなが
ら情報提供に努めるとともに、共
同受信施設の地上デジタル放送
対応、受信機器購入等の支援及び
地上デジタル放送受信困難な難
視聴地区における対策について
検討を進めます。 

また、中継施設の保守により良
好な受信状態の維持に努めます。 

（２）携帯電話については、健全な受
信状況の確保のため、関係各社に
対する要望に努めます。 

３．広報広聴活動 
（１）各世代にとって興味のわく広報

の発行(発信)を図るとともに、見
やすく読みやすい編集等の改善
に努めます。 

 
（２）町民に政策形成過程等を分かり

やすく説明するとともに、立案等
の段階から広く町民が協働参画
する機会の確保に努めます。ま
た、町民の声を町政に反映するた
め、きめ細やかな広報広聴活動の
充実に努めます。 

 
 
 
 

【主要施策の方向】 
 
①提言の 1(1)関係 
「光ファイバー･･」が盛り込まれなか
った。高速通信インフラ整備の取り組
み状況はどのようになっているのか。 
 
 
 
 
 
 
 
②提言の 1(3)関係 
 産業団体や法人の IT 技術を活用
（利用）状況はどのようになっている
のか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③提言の 3(1)関係 
 広報の編集等の改善状況はどのよ
うになっているのか。 
 
 
 
④提言の 3(2)関係 
 町民への政策形成過程の説明及び
広報広聴活動の状況はどのようにな
っているのか。 
 
 

 
 
①提言の 1(1)関係 
現在、高速通信基盤を利用し、町民

等に対しどのような行政サービスを
提供できるか、また、町に適した基盤
となるインフラ整備は何がいいのか
など、庁内 IT 推進本部会議で先進地
調査を行い検討を行っている。 
 
 
 
 
②提言の 1(3)関係 
今年度、公立はこだて未来大学、漁

業協同組合と包括連携協定を締結し、
水産業振興のための情報技術の活用
に関し連携・協力することとしてい
る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③提言の 3(1)関係 
広報の編集等の改善については、町

広報編集委員会で策定方針を決定し、
町民にわかりやすく見やすい発行に
努めている。 
 
④提言の 3(2)関係 
まちづくり基本条例制定時に、各種

委員会に公募委員を加えることやパ
ブリックコメント制度を制定し、政策
形成過程における参画の確保と透明
性の向上を図ることで、町民の皆さん
との協働によるまちづくりを推進す
ることとしている。また、福島町組織
機構再編計画において、広報広聴係を
総務グループから企画グループへ移
行することとしており、広報広聴と政
策形成の連携を図ることとしている。 

 
 
①提言の 1(1)関係 
今年度の先進地調査などを踏まえ

て、来年度には活用事業及び基盤整備
の方向性を計画にまとめ上げること
としている。また、検討にあたっては、
今年包括連携を締結したはこだて未
来大学の協力を要請することを考え
ている。 
 
 
 
②提言の 1(3)関係 
次年度に向けて、漁場管理や製品管

理などにおいて漁業協同組合と協議
を進め、はこだて未来大学と連携推進
する事業を確認し、次年度予算で取り
組むこととしている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③提言の 3(1)関係 
編集委員会で各年代に興味をもた

せる紙面構成にて、発行する体制に努
める。 
 
 
④提言の 3(3)関係 
町民生活に広く影響を及ぼす重要

な施策等を立案するときには、町民に
よる検討委員会を立ち上げ計画を取
りまとめることとしており、引き続き
各種委員会への公募委員や計画にお
ける町民懇談会を活用する。また、案
の段階で公表し町民の皆さんをはじ
めとする多くの方から意見等を求め、
提出された意見等を考慮して、施策等
の案について意思決定を行い、提出さ
れた意見等の概要及び意見に対する
町の考え方を公表する。 

 
 
①提言の 1(1)関係 
当町のインターネット加入状況は、

全世帯の 17％となっており、民間事
業者による光ファイバーによるサー
ビス提供は困難な状況にあるため、町
がインフラ整備を行う場合は、財源の
確保が課題となっている。また、イン
ターネット利用が低調なため、IRU 契
約による料金収入も多くは見込めな
いことからランニングコスト圧縮も
大きな課題となる。 
②提言の 1(3)関係 
産業振興における情報技術の活用

にあたっては、漁業者や農業者等の理
解と協力が必要であり、共通認識の醸
成が必要である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③提言の 3(1)関係 
町民からの話題提供を増やす工夫

が必要である。 
 
 
 
④提言の 3(3)関係 
これまでの実績では、パブリックコ

メントの意見数が全くないか、1 件程
度といった状況であり、町民懇談会の
出席者も決して多くない状況にある。 
町民懇談会への町民参加者数を増

やす方策やパブリックコメントなど
町民の関心を高める工夫が必要であ
る。 
 

 
 
①提言の 1(1)関係 
高速通信基盤整備については、光フ

ァイバーのみならず、当町に相応しい
通信基盤を、導入コストやランニング
コスト、提供する行政サービス等総合
的に検討することとしている。 
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≪快適な生活環境の整備≫ Ⅳ 快適な環境の整備 【総合開発計画に係る提言（平成 21 年 10 月）検証シート】 

議 会 提 言 総合開発計画（改定版）=Ｈ22.3 議決 確認内容等 ①本年度末までの実施内容 ②次年度以降の計画 ③問題・課題の整理内容 ④特記内容等の精査 

 
（３）町防災行政無線による積極的な

広報活動への活用（展開)を図る
とともに、町防災行政無線の更新
等に向けた検討を進めます。 

 
 

 
（３）町防災行政無線による積極的な

広報活動への活用（展開)を図る
とともに、町防災行政無線の更新
等に向けた検討を進めます。 

 

 
⑤提言の 3(3)関係 
 防災行政無線の更新等の検討状況
はどのようになっているのか。 

 
⑤提言の 3(3)関係 
消防救急無線は、電波法周波数割当

計画の公示などにより、平成 28 年 5
月末までにデシタル方式への移行が
義務付けられておりますが、防災行政
無線も将来的には、デシタル方式にな
ると思われるが、現時点では期限など
が具体的に示されている状況に無い
ことから、当面は現行システムの適切
な維持管理に努めながら運用を図っ
ている。 

 
⑤提言の 3(3)関係 
現状にての維持管理に努め、個別受

信機の設置に向けて作業を進める。 

 
⑤提言の 3(3)関係 
当面は、現行システムでの運用を図

っていきますが、この度の東日本大震
災での教訓から、現行システムの拡充
において、費用対効果の検証での個別
受信機の設置検討（デジタル化では使
用不能となるが）をする必要にある。 
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≪未来を担う人材の育成≫ Ⅰ 学校教育の充実 【総合開発計画に係る提言（平成 21 年 10 月）検証シート】 

議 会 提 言 総合開発計画（改定版）=Ｈ22.3 議決 確認内容等 ①本年度末までの実施内容 ②次年度以降の計画 ③問題・課題の整理内容 ④特記内容等の精査 

 
（１）学校教育の充実 
 
【現況と課題】 
 

 
（１）学校教育 
 
【現況と課題】 
幼児教育から高等学校教育まで一

貫教育の見地で連動・連携性を重視
し、教育環境や教育内容の充実を図る
必要があります。また、幼児・児童・
生徒の減少に伴い、幼児教育のあり方
や学校の統合問題に係る検討、福島商
業高等学校の存続対策が求められて
います。 
 

     

【基本目標】 
自然や社会とのふれあいの中で、人

に優しく、自ら考え、自ら行動する人
間性や豊かな人格形成を目指し、自ら
学ぶ意欲を高め創造力、学力の向上を
図る幼児教育・学校教育の推進に努め
ます。また、道立福島商業高等学校の
存続対策を強化します。 
 

【基本目標】 
自然や社会とのふれあいの中で、人

に優しく、自ら考え、自ら行動する人
間性や豊かな人格形成を目指すとと
もに、自ら学ぶ意欲を高める幼児教
育・学校教育の推進に努めます。また、
道立福島商業高等学校の存続に向け
た支援の強化を図ります。 
 

【基本目標】 
 
特になし 

    

【主要施策の方向】 
１．幼児教育においては、近年の尐子
化により幼児同士のふれあいが尐
なくなっていることから、集団によ
る幼児教育の充実に努めるととも
に、認定こども園など幼保一元化の
検討を進めます。 

 
 
 
 
 
２．小中学校教育においては、地域に
根ざした特色ある教育の推進と一
人間として、人や自然、社会にやさ
しく豊かな感性を身に付ける情操
教育の推進に努めるとともに、自ら
学ぶ意欲を高め創造力、学力の向上
を図ります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．コミュニティスクール（学校評議
会・地域運営学校）や総合学習等に
より、地域と協働する学校づくりを
進め、集団活動の長所を活かし教育
環境の充実を図ります。 

 

【主要施策の方向】 
１．幼児教育においては、近年の尐子
化により幼児同士のふれあいが尐
なくなっていることから、集団によ
る幼児教育の充実に努めるととも
に、認定こども園など幼保一元化の
検討を進めます。 

 
 
 
 
 
２．小中学校教育においては、地域に
根ざした特色ある教育の推進と一
人間として、人や自然、社会にやさ
しく豊かな感性を身に付ける情操
教育の推進を図るとともに、自ら学
ぶ意欲を高め創造力、基礎学力の向
上に努めます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．教育環境の整備充実に努めるとと
もに、学校評議員制度や総合学習等
により、地域と協働する学校づくり
を進めます。 

 
 

【主要施策の方向】 
 
①提言の 1.関係 
 幼保一元化の検討状況はどのよう
になっているのか。 
 
 
 
 
 
 
 
②提言の 2.関係 
 基礎学力の向上に向けた取り組み
状況はどのようになっているのか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③提言の 3.関係 
 地域と協働した学校づくりの状況
はどのようになっているのか。 
 
 
 
 

 
 
①提言の 1.関係 
総合開発計画及び過疎計画におい

て、平成 25 年度に福島保育所への「認
定こども園整備事業」を計画登載して
おり、閉園が伴うこととなる吉岡幼稚
園保護者への理解を得るための、説
明・周知を継続して行うことと合わせ
て、事業実施に向けての関係課との協
議を進めてきている。 
 
②提言の 2．関係 
小中学生の基礎学力の向上に向け、

次のような取り組みを行っている。ま
た、町教育研究所の各部会会議を通し
て、各教科の指導を含めた体制検討を
行わせる中で、町としての支援策の構
築を図っている。 
○福島中学校への数学ＴＴの継続配
置 
○朝読書やチャレンジテストの取り
組みは前年同様実施 
○学校単位によるサマー・ウインター
キャンパス、放課後学習の実施 
○ワ-ク教材を活用した、家庭学習時
間の拡大策の展開。 
○家庭学習のあり方などをテーマに、
各学校ＰＴＡ役員と教育委員との懇
談会を実施。 
 
③提言の 3．関係 
学校評議員制度を活用して、各学校

の運営や事業評価のほか、教育委員会
事務事業について事業評価を行い、児
童生徒の教育環境の充実を図るとと
もに、開かれた学校づくりの取組みを
進めている。 
総合学習などにおいて、福島町の偉

人や歴史、風土等について、毎年、町
在住の外部講師を招くなどの学習機
会を設けている。 
なお、その他地域等では次のような

協働活動が行われている。 
 

 
 
①提言の 1．関係 
平成 24 年度中に、福島保育所への

「認定こども園整備」の増築計画を整
理するとともに、関係課と連携のうえ
保育料の設定（条例整備）などの策定
を進める。 
 
 
 
 
②提言の 2．関係 
本年度までの事業実施を継続する

とともに、教材購入等の予算確保を図
る。 
 
また、基礎学力向上に向けては、

日々の家庭学習の習慣化が大事であ
ることから、学校、保護者と連携した
なかで、児童・生徒に対する生活改善
の啓発・取組みを進める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③提言の 3．関係 
学校評議員制度を活用した教育環

境の充実整備に向けた対応を継続し
て進める。 
総合学習活動等を通した、地域の

方々と触れ合う学習機会の継続を図
る。 
その他の地域等と連携した協働の

取り組みについては、これまでの対応
を継続して実施する。 
 

 
 
①提言の 1．関係 
吉岡幼稚園からの幼児の移動がス

ムーズに行われるよう体制の構築が
必要である。 
 
 
 
 
 
 
②提言の 2．関係 
近年の全国学力学習状況調査結果

において、家庭学習時間と生活習慣の
状況改善が必要とされていることか
ら、今後も、継続的に家庭に対する積
極的な啓発・周知を進める必要があ
る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③提言の 3．関係 
児童生徒数が減尐する中で、保護者

や地域の協力を得ながら、これまでの
取組み体制の維持に努めることが必
要である。 
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４．国際化社会に対応できる人材育成
のために、AET の派遣を継続して実
施し、異文化との交流推進に努めま
す。 

５．高等学校や大学、各種専門学校へ
の就学の機会均等を図るため、奨学
金制度の普及啓発に努めるととも
に、より利用しやすい制度への検討
を進めます。 

６．道立福島商業高等学校の存続に向
けて教育委員会や存続検討委員会
等と連携を図りながら、全町的な体
制で取り組む対策を強化促進しま
す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
７．教育効果を高めるため、教職員の
資質向上を図る研修機会の拡充に
努めます。 

８．教職員住宅の維持補修を図るとと
もに、教職員数の動向を勘案し住環
境の整備に努めます。 

 
９．幼児・児童・生徒の健全な育成と
健康増進を図るため、各種検診を実
施し、病気等の早期発見・早期治療
に努めるとともに、健全な健康増進
に向けた取り組みの検討を進めま
す。 

10．安全でおいしく、栄養バランスに
配慮した給食を提供するために、
「学校給食衛生管理基準」に適合す
る施設整備と複合的有効活用（高齢
者福祉等）の検討を進めます。また、
産業団体等と連携を図りながら、地
産地消による食育の推進や給食残
滓の堆肥化等、循環型社会形成を目
指した取り組みを進めます 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．国際化社会に対応できる人材育成
のために、AET の派遣を継続して実
施し、異文化との交流推進に努めま
す。 

５．高等学校や大学、各種専門学校へ
の就学の機会均等を図るため、奨学
金制度の普及啓発に努めるととも
に、より利用しやすい制度への検討
を進めます。 

６．道立福島商業高等学校の存続に向
けて、関係機関等と連携のうえ、全
町的な体制のもとで取り組む対策
の強化を図ります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
７． 教育効果を高めるため、教職員
の資質向上を図る研修機会の拡充
に努めます。 

８．教職員住宅の維持補修を図るとと
もに、教職員の動向を勘案した住環
境の整備に努めます。 

 
９．幼児・児童・生徒の健全な育成と
健康増進を図るため、各種検診の実
施による病気等の早期発見・早期治
療をはじめとした取り組みの展開
に努めます。 

 
10．安全でおいしく、栄養バランスに
配慮した給食を提供するために、
「学校給食衛生管理基準」に適合す
る施設の検討・整備を進めるととも
に、少子化の進展など情勢の変化に
対応した施設能力の活用検討に努
めます。また、産業関係団体等と連
携を図りながら、地産地消による食
育の推進に努めます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④提言の 6.関係 
 福島商業高校の存続に向けた全町
的な取り組み状況はどのようになっ
ているのか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑤提言の 10.関係 
 地産地消による食育推進の状況は
どのようになっているのか。 
 
 

 
○おやじの会との連携 
○地域住民との協働の清掃活動 
○吉岡地区幼小町民合同運動会 
○吉岡小学校と地域住民による「故郷
を食べる集会」 

○各種学校行事における地域住民の
参加 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④提言の 6．関係 
 福島商業高等学校存続検討委員会
は、小学校から高校までのＰＴＡ役
員、さらに有識者として町内会連合
会、高校同窓会、教育委員、商工会、
議会議員、町三役と職員で構成されて
おり、各分野の委員の意見を踏まえな
がら、高校存続に向けた検討を進めて
いる。 
 高校存続のための町の支援策につ
いては、中学校全学年・保護者に周知
しているところであるが、来年度の生
徒数 20 名以上確保に向け、現状の対
応に加えた今後の拡大策を、特に中学
校３年生保護者に対して周知啓発を
図りながら、地元高校入学への啓発活
動を進めている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑤提言の 10．関係 
野菜、肉類は町内業者を通じて、主

に道内産を使用しており、町内産の野
菜、昆布等についても収穫時期に応じ
て活用を図っている。 
町内産の食材についての情報提供、学
校菜園や教育ファームを通じての体
験型の食育を進めている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④提言の 6．関係 
福島商業高等学校存続検討委員会

における対応策をベースとして、年々
減尐する町内中学校卒業者の確保は
もちろん、中長期的な視点での町外か
らの高校入学者の確保に向け、た支援
策のさらなる対応検討、また、その支
援策の周知啓発を高等学校と連携し
て進める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑤提言の 10．関係 
今後も学校や生産者等と連携し町内
産の食材の種類や使用割合の増加を
図るとともに、関係団体の協力を得な
がら食育を推進する。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④提言の 6.関係 
尐子化による、児童生徒数の減尐に

より、地元からの入学者確保だけで
は、存続が厳しい状況にあることか
ら、近隣町はもちろん、町外へアピー
ルすることのできる、魅力ある高校づ
くりを高校と行政が連携して取り組
む必要がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑤提言の 10．関係 
町内生産物については、天候による収
穫量や規格、さらには購入時期限定等
の課題もあるが、生産者等と協議をし
ながら、町内産の食材活用に努める。 
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≪未来を担う人材の育成≫ Ⅱ 社会教育の充実 【総合開発計画に係る提言（平成 21 年 10 月）検証シート】 

議 会 提 言 総合開発計画（改定版）=Ｈ22.3 議決 確認内容等 ①本年度末までの実施内容 ②次年度以降の計画 ③問題・課題の整理内容 ④特記内容等の精査 

 
（１）生涯学習の充実 
 
【現況と課題】 

 
（１）社会教育 
 
【現況と課題】 
当町の社会教育は、幼児期から高齢

者にいたるまで、行政あるいは民間の
それぞれの段階において多様に展開
されています。 
今後は、さらに生涯学習の理念を基

本として社会教育を推し進めるとと
もに、それぞれを連携させて活発化さ
せることが課題となっています。 
 

     

【基本目標】 
自然体験活動などの青尐年教育や

生きがいを高める成人・女性・高齢者
教育の充実と異世代交流など多様な
学習機会の拡充を図るとともに、産業
団体・企業と連携をしながら就業者等
の生涯学習への参加促進を図ります。
また、生涯学習（各種）ボランティア
と指導者の育成に努めます。 
 
【主要施策の方向】 
１．幼児から高齢者まで、すべての住
民が生涯にわたって主体的に学習
できる環境づくりを目指し、教育委
員会をはじめとした全ての行政機
関が横断的な取り組みにより生涯
学習を推進します。 

 
 
 
 
２．自然体験学習を推進するととも
に、地域子ども会の充実を図るため
組織体制等の抜本的な見直しを進
めます。 

３．地域指導者の育成と研修機会の充
実を図ります。 

４．学校・関係機関との連携・協力に
努めます。 

５．多様化する学習ニ－ズに応える学
習機会の提供と充実を図るととも
に、産業団体・企業等と連携をしな
がら就業者等の生涯学習への参加
促進を図ります。 

６．団体活動の活性化と地域・まちづ
くりの協働参画奨励に努めます。 

７．高齢者学級の充実と世代間交流事
業の推進に努めます。 

８．各種（生涯学習等）ボランティア
の育成に努めるとともに、関係機関
（社会福祉協議会等）と連携をしな
がらボランティアセンター的役割
を持つ組織の整備・確立に向けた取
り組みを進めます。 

 
 
 
 
 
９．図書室活動の推進を図ります。 
 

【基本目標】 
自然体験活動などの青尐年教育や

生きがいを高める成人・女性・高齢者
教育の充実と異世代交流など多様な
学習機会の拡充、さらには、町民各層
の社会教育事業等への参加促進を図
るとともに、各種（生涯学習等）ボラ
ンティアと指導者の育成に努めます。 
 
 
【主要施策の方向】 
１．各年齢階層すべての住民が、生涯
にわたって主体的に学習できる環
境づくりを目指し、行政各分野の横
断的な取り組みによる各種事業の
推進に努めます。 

 
 
 
 
 
２．自然体験学習を推進するととも
に、地域子ども会の充実に向けた組
織体制等の抜本的な見直しに努め
ます。 

３．地域指導者の育成と研修機会の充
実を図ります。 
４．学校・関係機関との連携・協力に
努めます。 
５．多様化する学習ニーズに応える学
習機会の提供と充実を図るととも
に、産業団体・企業等と連携をしな
がら就業者等の社会教育事業等へ
の参加促進に努めます。 

６．団体活動の活性化と地域・まちづ
くりの協働参画奨励に努めます。 
７．高齢者学級の充実と世代間交流事
業の推進に努めます。 

８．各種（生涯学習等）ボランティア
の育成を図るとともに、ボランティ
ア活動の拠点組織の整備・確立に向
けた取り組みの検討に努めます。 

 
 
 
 
 
 
 
９．図書室活動の推進を図ります。 
 
 

【基本目標】 
 
特になし 
 
 
 
 
 
 
 
【主要施策の方向】 
 
①提言の 1関係 
 行政機関の横断的な取り組みによ
る事業展開の状況はどのようになっ
ているのか。 
 
 
 
 
 
②提言の 2関係 
 地域子ども会の組織体制の状況は
どのようになっているのか。 
 
 
 
 
 
③提言の 5関係 
 産業団体・企業と連携した就業者の
事業への参加状況はどのようになっ
ているのか。 
 
 
 
 
 
④提言の 8関係 
 ボランティア活動の拠点組織づく
りに向けた取り組み状況はどのよう
になっているのか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
①提言の 1.関係 
福祉関係団体及び関係課と連携し、

ブックスタート事業、子育て支援事
業、女性の会研修会、高齢者学級を実
施している。 
また、小学生を対象に渡島総合振興

局西部森林室と連携し、体験学習を開
催している。 
 
②提言の 2.関係 
加盟子ども会は、2 団体 18 名（吉

田町 7名、三岳 1 11 名）で組織され、
体験学習、夏季キャンプ、各種研修等
を実施している。 
 
 
 
③提言の 5.関係 
高齢者学級の地引網体験や閉講式

の交流会については、漁組及び漁組婦
人部と連携し実施している。 
また、水産加工場等の休業期間中に

従業員対象の地域生活学級の開催な
ど、参加機会の拡充を図っている。 
 
 
④提言の 8.関係 
福祉センターを拠点に、地域福祉計

画と連動してボランティア養成講座
開催等各団体の組織強化や連携強化
を図る取り組みを実施している。 
○町内ボランティア組織 

  よみきかせの会、チョボラの会、
図書室ボランティア、学校関係
（小・中・高校生の清掃活動及び
文化祭・駅伝ボランティア） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
①提言の 1.関係 
子育て支援や成人教育事業等にお

いて、福祉グループと連携した事業を
継続して実施する。 
 
 
 
 
 
②提言の 2.関係 
学校ＰＴＡとの連携等による新た

な組織の再検討と並行して、指導者の
育成対応を図りながら、当面は、現行
の組織をベースに、参加対応の枠を広
げながら、事業を継続実施する。 
 
 
③提言の 5.関係 
現在実施している事業をベースと

して、引き続き団体等の単位による生
活講座などを実施する。 
 
 
 
 
 
④提言の 8.関係 
引き続き、ボランティア養成講座の

開催及び研修会等への参加など、各組
織のスキルアップを図りながら、ボラ
ンティア活動の拠点組織づくりに努
める。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
①提言の 1.関係 
各担当部署の専門的な知識をもと

にした互いの情報共有による活動の
展開が必要である。 
 
 
 
 
 
②提言の 2.関係 
子供の減尐により組織再編や指導

者の確保対策が必要な状況にあるこ
とから、学校ＰＴＡなどとの連携によ
る新たな組織の再検討が課題である。 
 
 
 
③提言の 5.関係 
体験学習的生活講座開催のための、

指導者の町内における育成が必要で
ある。 
 
 
 
 
 
④提言の 8.関係 
ボランティア活動の拠点組織づく

りに向けて、活動団体の組織強化のた
めの研修機会や、組織における指導者
的人材の確保が課題である。 
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（２）社会体育 
 
【現況と課題】 
 

 
（２）社会体育 
 
【現況と課題】 
青尐年・成人・高齢者を統合して「生

涯体育」のくくりのなかで異世代間の
交流も含めて、一貫した生涯体育の充
実を推し進めるとともに、連携させて
の相乗効果により活発化させる必要
があります。 
 

     

【基本目標】 
生涯スポ－ツの振興と指導者の育

成を図るとともに、施設の維持管理・
運営体制の充実に努めます。 
 
【主要施策の方向】 
１．生涯各期に応じた社会体育事業の
充実を図ります。 

２．スポ－ツ団体の育成と指導者の育
成に努めます。 

３．総合型地域スポ－ツクラブの設立
に向けた検討を進めます。 

４．スポ－ツ施設等の維持管理・運営
体制の充実に努めます。 

【基本目標】 
生涯スポ－ツの振興と指導者の育

成を図るとともに、施設の維持管理・
運営体制の充実に努めます。 
 
【主要施策の方向】 
１．生涯各期に応じた社会体育事業の
充実を図ります。 

２．スポ－ツ団体の育成と指導者の育
成に努めます。 

３．総合型地域スポ－ツクラブの設立
に向けた検討を進めます。 

４．スポ－ツ施設等の維持管理・運営
体制の充実に努めます。 

 

【基本目標】 
 
特になし 
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≪未来を担う人材の育成≫ Ⅲ 人材育成 → 人材育成の推進 【総合開発計画に係る提言（平成 21 年 10 月）検証シート】 

議 会 提 言 総合開発計画（改定版）=Ｈ22.3 議決 確認内容等 ①本年度末までの実施内容 ②次年度以降の計画 ③問題・課題の整理内容 ④特記内容等の精査 

 
（１）人材育成の推進 
 
【現況と課題】 
 

 
（１）人材育成 
 
【現況と課題】 
当町における人づくりは、幼児教育

からはじまり小学校・中学校の義務教
育、高等学校教育、さらには社会人に
対する各種社会教育が柱となってい
ます。 
これまで、友好町との児童生徒等交

流事業やふるさと創生（人材育成）事
業、生涯学習事業を実施してきました
が、各種事業を進めるなかで、各分野
指導者の養成・確保や人材の発掘など
が課題となっています。 

     

【基本目標】 
社会の変化に対応し自律（立）でき

る人材の育成に全ての行政機関が横
断的に取り組むとともに、全町的な推
進体制の構築に努めます。そのため
に、町内的な活動と町外との交流活動
に区分し、それぞれの分野での活動促
進を図ります。 

【基本目標】 
社会の変化に対応し自律（自立）で

きる人材の育成に向けて、行政各分野
の横断的な取り組みによる体制構築
の検討に努めます。また、町内的な活
動と町外との交流活動に区分のうえ、
それぞれの分野における活動促進を
図ります。 

【基本目標】 
 
特になし 
 

    

【主要施策の方向】 
１．町内的な活動 
（１）行政と各団体が連携し、人材育
成の基本となる指針の策定に向け
た検討を進めます。 

（２）専門的知識や技能を有している
人を人材バンク（生涯学習指導者名
簿等）に登録・確保し、指導者の充
実と活用を図ります。 

 
 
（３）各種（生涯学習等）ボランティ
アの活動推進とまちづくりの協働
参画奨励に努めます。 

 
 
 
 
 
 
（４）漁業・農林業・商工業者の技術
向上を目指し各団体と連携を図り
ながら講習会を開催するとともに、
産業技術などの取得研修を推進し
ます。 

（５）横綱の里づくりに連動した人材
育成や登用に努めます。 

（６）地域コミュニティーの充実と交
流の推進を図ります。 

２．町外との交流活動 
（１）児童・生徒の地域間交流の推進
に努めます。 

（２）民間団体及び職員の研修機会の
確保に努めます。 

（３）福島町出身者をはじめとした町
外の人との交流を通して人材育成
に繋がる研修機会等を促進するた
め、町ホームページ等を活用した情
報発信と有効な情報収集に努めま
す。 

３．技術学習、交流研修及び視察研修
により取得した技術・知識を生か
し、体験発表や技術講習に展開させ
るシステムの確立に努めます。 

【主要施策の方向】 
１．町内的な活動 
（１）町民と行政が連携し、人材育成

の基本的な方針の策定に向けた
検討を進めます。 

（２）専門的知識や技能を有している
人を人材バンク（生涯学習指導者
名簿等）に登録・確保し、指導者
の充実と活用を図ります。また、
横綱の里づくりに適う人材の育
成や登用の検討に努めます。 

（３）各種（生涯学習等）ボランティ
アの活動推進とまちづくりの協
働参画奨励に努めます。 

 
 
 
 
 
 
（４）産業技術等の向上を目指し、各

産業団体等との連携を図りなが
ら講習会や研修の充実に努めま
す。 

 
（５）地域コミュニティーの充実と交
流の推進を図ります。 
 
 
２．町外との交流活動 
（１）児童・生徒の地域間交流の推進
に努めます。 

（２）民間団体及び職員の研修機会の
確保に努めます。 

（３）福島町出身者をはじめとした町
外の人との交流を通した人材育
成に繋がる研修機会等の促進に
向けて、町ホームページ等を活用
した情報発信と有効な情報収集
に努めます。 

３．技術学習、交流・視察研修により
取得した技術・知識を生かし、体験
発表や技術講習に展開させるシス
テムの確立に努めます。 

【主要施策の方向】 
 
①提言の 1.(1)関係 
 人材育成の基本方針の策定に向け
た検討状況はどのようになっている
のか。 
 横綱の里づくりに適う人材の育成
や登用の検討はどのようになってい
るのか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②提言の 1. (4)関係 
 各産業団体等と連携した講習会・研
修会の取り組み状況はどのようにな
っているのか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③提言の 2.(3)関係 
 町 HP を活用し人材育成に繋がる情
報発信、情報収集の取り組み状況はど
のようになっているのか。 

 
 
①提言の 1．(1)関係 
基本方針の策定については、未着手

であるが、産学官連携により産業を主
に、産業の担い手・後継者を対象とし
たリーダー養成に向けた出前講座や
小中高校生を対象とした出前講座を
開催している。また、今年度、農林水
産業担い手に関する条例を制定する
こととしている。 
横綱の里づくりに適う人材の育成

等については、相撲尐年団の活動や相
撲大会開催などの相撲に慣れ親しむ
環境づくりや、中学体育での武道必修
化に伴い当町では相撲を選択してい
ることから、これらを通じて相撲に対
する関心を深める取組を進め、人材の
育成に努める。 
 
②提言の 1．(4)関係 
産学官連携により産業の担い手・後

継者を対象としたリーダー養成に向
けた出前講座を今年度から開催する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③提言の 2．(3)関係 
東京農業大学や公立はこだて未来

大学、北海道大学水産学部の教授、学
生等による出前講座の開催を通じて
研修機会の場を確保することとして
おり、町民向けの講座については町民
が参加できるよう、ホームページや全
戸配布などで周知や開催結果の公表
に努めている。 
 

 
 
①提言の 1．(1)関係 
人材育成に関しては、次年度以降も

引き続き各大学と連携しながら、次代
を担うリーダーの養成に努めること
としている。また、農林水産業担い手
条例の積極的な活用による産業面で
の、人材育成と指導者育成を進める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②提言の 1．(4)関係 
平成 23 年度、24 年度については、

下地づくりとして広く町民等を対象
に講演を進め、その後、地域資源を活
用した商品開発やマーケッティング
能力を高める意欲のある方を対象に
出前講座を開催する。 
また、起業を目指す方をサポートで

きる支援策について、新たな制度を整
備する。 
 
 
 
 
③提言の 2．(3)関係 
町内外の方へ各種行政情報やふる

さとの情報を発信する、メールマガジ
ンの活用を図る。 
 

 
 
①提言の 1．(1)関係 
人材育成にあたっては、行政のみな

らず民間の活力が大切となることか
らそれらの体制づくりが課題となっ
ている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②提言の 1．(4) 
現に、起業や商品開発、マーケッテ

ィングなどの課題を抱えている受講
者を確保できるかが課題となってい
る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③提言の 2．(3)関係 
メールマガジン登録者が尐ないの

で、周知・啓発に努めるとともに、情
報発信などの充実を図る必要がある。 
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≪構想推進のために≫ Ⅰ 行財政の運営 【総合開発計画に係る提言（平成 21 年 10 月）検証シート】 

議 会 提 言 総合開発計画（改定版）=Ｈ22.3 議決 確認内容等 ①本年度末までの実施内容 ②次年度以降の計画 ③問題・課題の整理内容 ④特記内容等の精査 

 
（１）行政運営の改革 
 
【現況と課題】 
 

 
（１）行政運営の改革 
 
【現況と課題】 
社会変化を反映して、町民の行政需

要はますます複雑多様化しつつある
ことから、常に住民サービスへの低下
を来たさないよう合理性・弾力性・迅
速性などを十分考慮した人事管理の
適正化や組織・機構の整備などに努め
る必要があります。 
 

     

【基本目標】 
変革する時代に柔軟に対応できる

行政運営と住民サービスの向上を目
指し、事務処理のＯＡ化や行政事務組
織・機構の改善整備を図ります。また、
行政改革大綱の見直し・検証を進め効
率・効果的な行政運営に努めるととも
に、行政評価システムを確立します。 
 

【基本目標】 
変革する時代に柔軟に対応できる

行政運営と住民サービスの向上を目
指し、事務処理のＯＡ化や行政事務組
織・機構の改善整備を図るとともに、
行政改革大綱に基づく効率的な行政
運営に努めます。 
 

【基本目標】 
 
特になし 
 

    

【主要施策の方向】 
１．行政改革大綱の見直し・検証を行
い効率・効果的な行政運営を進めま
す。 

２．行政運営を点検し改善を図るため
行政評価システムを確立します。 

３．現行のグループ制の検証を行い、
減少する職員数で柔軟かつ合理的
に対応できる組織・機構の見直しを
行政改革と連動して進めます。 

４．事務処理の効率化と省資源化を図
るため、庁内電子連絡網（ＬＡＮ）
の効果的な活用を図ります。 

 
 
 
 
 
 
５．職員の能力向上を図るため、研修
の充実を図ります。 

 
 

【主要施策の方向】 
１．行政改革大綱に基づく効率的かつ
効果的な行政運営に努めます。 

 
２．行政運営を点検し改善を図るため
行政評価システムを確立します。 

３．現行のグループ制の検証を行い、
合理的に対応できる組織・機構の見
直しを行政改革と連動して進めま
す。 

４．事務処理の効率化と省資源化をす
すめ、庁内電子連絡網（ＬＡＮ）の
効果的な活用を図ります。 

 
 
 
 
 
 
５．職員の能力向上のため、研修の充
実を図ります。 

 

【主要施策の方向】 
 
①提言の 1.関係 
現状の大綱はどのようになってい

るのか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②提言の 5.関係 
 職員研修充実の取り組み状況はど
のようになっているのか。 
 
 

 

 
①提言の 1.関係 
 現状の大綱は、平成 21 年 5月に福

島町行政改革推進委員会（町民 8名）

に第 3次行政改革大綱の見直しを諮

問し、平成 22 年 3月に答申を受けて

おり、計画期間を 5年間延長し平成

26 年度まで（総合開発計画、行財政

推進プランと整合）とした。 

 また、基本方針及び実施事項は、次

の 3本柱としている。 

① 簡素で効率的な行財政の確立 

② 職員の能力開発 

 ③ 協働によるまちづくりの推進 

 
②提言の 5.関係 
職員研修充実の取り組みについて

は、毎年職員研修計画に基づき年齢及

び職種に応じたプログラムにより実

施している。また、平成 22 年度から

は研修旅費の増額等において、研修内

容及び研修参加者の拡充が図られて

いる状況にある。 

 

 

①提言の 1.関係 

まちづくり行財政推進プランと整

合性を図りながら、見直しを進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
②提言の 5.関係 
 当面（4～5年）は、継続しての研

修の充実を図り、平成 24 年度で研修

発表の場を設ける。 

 

 

①提言の 1.関係 

  平成 24 年 4月実施予定の機構再編

を踏まえての検証が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
②提言の 5.関係 
 一定の職員が研修に参加した時点

において、研修成果等の発表の場や 

職員間での意見交換が必要である。 
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≪構想推進のために≫ Ⅰ 行財政の運営 【総合開発計画に係る提言（平成 21 年 10 月）検証シート】 

議 会 提 言 総合開発計画（改定版）=Ｈ22.3 議決 確認内容等 ①本年度末までの実施内容 ②次年度以降の計画 ③問題・課題の整理内容 ④特記内容等の精査 

 
（２）財政の健全運営 
 
【現況と課題】 
 

 
（２）財政の健全運営 
 
【現況と課題】  
尐子・高齢化社会の到来、高度情報

化、社会情勢の変化、町民の意識や価
値観も多様化しており、長引く景気低
迷の中で「三位一体の改革」に伴う国
庫補助負担金改革・地方交付税改革・
税源移譲等、財政を取り巻く環境はま
すます厳しい状況下におかれていま
す。  
当町においても、地方交付税の減

額、人口減、さらには税源移譲に伴う
町民税の増収の期待がありましたが、
課税所得の減少が著しく、貴重な自主
財源である町税等が減少の一途をた
どっており、今後の財政運営は依然と
して厳しい状況にあります。  
こうした状況のなか、効果的な財政

運営を目指す一方、行政コストの削減
に努めるなど、財源確保に努め、限ら
れた財源で行政需要に適切に対応し、
また、財政健全化の改善を積極的に行
い、財政の健全運営を進める必要があ
ります。  
 

     

【基本目標】 
社会経済の情勢変化や、増大する行

政需要に適切に対応できるよう努め
るとともに、貴重な自主財源の確保と
歳出の抑制を図りながら健全で持続
可能な財政運営を推進します。 

【基本目標】  
社会経済の情勢変化や、増大する行

政需要に適切に対応できるよう努め
るとともに、貴重な自主財源の確保と
歳出の抑制を図りながら健全で持続
可能な財政運営に努めます。 
 

【基本目標】 
 
特になし 

    

【主要施策の方向】 
１．財政確立プランの趣旨を踏まえた
新たな財政計画を策定し、健全で持
続可能な財政運営を推進するとと
もに、町民が協働参画できる予算編
成等の仕組みづくりに向けた取り
組みを進めます。 

２．地方債の発行については、公債費
負担適正化計画に基づき取り進め、
後年度負担となる債務負担の抑制
を図りつつ、財政負担の軽減に努め
ます。 

 
３．財政基盤の充実を図り、総合開発
計画の実現に向けた財政運営を推
進します。 

 
 

【主要施策の方向】  
１．「福島町まちづくり行財政推進プ
ラン」に基づく、健全で持続可能な
財政運営に努めます。 

 
 
 
２．地方債の発行については、「地方
公共団体の財政の健全化に関する
法律」における健全化判断比率の
「実質公債費比率」を指標に抑制を
図りながら、後年度の財政負担の軽
減に努めます。  

３．財政基盤の充実を図り、総合開発
計画の実現に向けた財政運営に努
めます。 

【主要施策の方向】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
①提言の 3関係 
 総合開発計画の実現に向けた財政
運営の状況はどのようになっている
か。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
①提言の 3．関係 
毎年、総合開発計画の変更等に合わ

せ財政推計も見直しており、計画の推
進達成に向けた財政運営を行ってい
る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
①提言の 3．関係 
毎年度の財政推計見直しと併せて、

実施事業の必要性や優先度を精査し、
地方債の発行比率等も含め、計画実施
に向けた財政運営を行う。 
 また、財源に関しては有利な起債の
利用や各種補助金の活用などを積極
的に行い、一般財源の縮減を図る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
①提言の 3．関係 
まちづくり行財政推進プランにお

いて、平成 24 年度から収支不足が見
込まれており、健全財政に向けた取り
組みが課題となっている。 
○収支不足を、毎年度財政調整基金を
取り崩しての財政推計となってい
る。 

○事業ごとの必要性と優先度の把握 
○各事業の内容を精査し、財源の再検 
討を行う。 

○各種基金の活用や新設。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
①提言の 3．関係 
基金繰入をしない財政計画が理想

であるが、当初での交付税等の的確な
推計が困難であり、歳入欠陥を生じさ
せないためにも基金対応が必要であ
る。 
決算として、毎年度交付税等の歳入

増により基金の取崩しがされていな
い。 

 


